
奈
良
県
自
動
車
駐
車
場
及
び
奈
良
県
自
動
車
乗
降
場
管
理
規
則
及
び
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
九
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
十
八
号

奈
良
県
自
動
車
駐
車
場
及
び
奈
良
県
自
動
車
乗
降
場
管
理
規
則
及
び
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
奈
良
県
自
動
車
駐
車
場
及
び
奈
良
県
自
動
車
乗
降
場
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
自
動
車
駐
車
場
及
び
奈
良
県
自
動
車
乗
降
場
管
理
規
則
（
平
成
三
十
一
年
三
月
奈
良

県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

奈
良
上
三

乗
合
型
自
動
車

午
前
七
時
三
十

午
前
七
時
三
十

午
前
七
時
三
十

別
表
中

橋
自
動
車

分
か
ら
午
後
十

分
か
ら
午
後
十

分
か
ら
午
後
十

駐
車
場

時
ま
で

時
ま
で

時
ま
で

「

奈
良
め
ぐ

乗
合
型
自
動
車

午
前
七
時
三
十

午
前
七
時
三
十

午
前
七
時
三
十

り
平
城
宮

分
か
ら
午
後
十

分
か
ら
午
後
十

分
か
ら
午
後
十

跡
前
自
動

一
時
ま
で

一
時
ま
で

一
時
ま
で

を

車
駐
車
場

普
通
自
動
車
等

午
前
零
時
か
ら

午
前
七
時
三
十

午
前
零
時
か
ら

」

翌
日
の
午
前
零

分
か
ら
午
後
十

翌
日
の
午
前
零

時
ま
で

一
時
ま
で

時
ま
で

「

奈
良
高
畑

乗
合
型
自
動
車

午
前
七
時
三
十

午
前
七
時
三
十

午
前
七
時
三
十

に
、

自
動
車
乗

分
か
ら
午
後
十

分
か
ら
午
後
十

分
か
ら
午
後
十

降
場

時
ま
で

時
ま
で

時
ま
で



」

「

平
城
宮
跡

乗
合
型
自
動
車

午
前
七
時
三
十

午
前
七
時
三
十

午
前
七
時
三
十

を

バ
ス
タ
ー

分
か
ら
午
後
十

分
か
ら
午
後
十

分
か
ら
午
後
十

ミ
ナ
ル

一
時
ま
で

一
時
ま
で

一
時
ま
で

」

」

に
改
め
る
。

（
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
平
城
宮
跡
歴
史
公
園
駐
車
場
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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